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久留米市中小商工業融資委員会 会議録（要旨） 

 

１．日 時  令和２年２月４日（火）１５：００～１５：４５ 

２．場 所  市役所３階 ３０５会議室 

３．出席者  塚本委員、原口委員、金子委員、田住委員、中村委員、津福委員、秋吉委員、 

横山委員、西委員、大野委員、末次委員、古城委員 

       以上１２名（欠席：穴見委員、西依委員、小林委員） 

４．事務局  吉田商工観光労働部長、河野商工政策課長、鶴久新産業創出支援課長、 

真木商工政策課主幹、 

ほか職員４名 

５．傍聴者  なし  

６．議 事 

  議題（１）委員長および副委員長の選出について 

※委員会規則第６条第１項「委員会に委員長および副委員長１人を置く」  

同条第２項「委員長および副委員長は、委員の互選とする」 

この規定に基づき、互選により委員長には塚本委員が選出された。 

 

  報告事項（１）制度融資の状況について 

    ※配布資料に基づき、事務局から説明 

    【質疑応答、意見等】 

  （委員）  利率について、福岡県制度融資と比較するとどうか。 

  （事務局） 福岡県制度融資もメニュー毎に、利率が異なっている。久留米市制度融資の方

が利率の低いメニューもあれば、県制度融資の方が利率の低いメニューもある。

市制度融資は、小規模事業者の利用に配慮し、小規模企業者振興資金の利率を低

く設定しており、現在、コンスタントな利用状況となっている。 

  （委員）  事前に県制度融資を確認したところ、県制度融資のほとんどのメニューが久留

米市より利率が低い。久留米市制度融資の利用は、近年横ばいなので、利率見直

しの必要性はどうか。 

  （事務局） 久留米市の事業者は、福岡県と久留米市の両方の制度融資を利用できるため、

事業者の需要に応じて、適宜、県制度融資も案内している。また、市制度融資は、

県制度融資にはない、保証料と利子の補給を行っている。周辺自治体の状況を確

認し、継続的に制度の見直しの必要性等を検討していきたい。 

  （委員）  利子補給は他の自治体もあるのでは。 

  （事務局） 保証料と利子の両方を補給している自治体は、福岡県内に他にないと承知して

いる。 

  （委員）  令和元年の新規開業資金の融資実績 8 件の業種と、その業種毎の件数は。 

  （事務局） 飲食 4 割、サービス 3 割、小売 1 割、その他 1 割。割合と件数はイコールであ

り、融資申込者全員に融資実行されている。 

  （委員）  物販の利用はないのか。 

  （事務局） 飲食、サービスが主であり、物販の利用はほとんどない。 

  （委員）  様々な業種の方に利用してもらうため、新規開業資金の制度を PR してもらい

たい。ひいては、業種バランスのよい商店街にも繋がるのでは。 
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  （委員）  新規開業資金の代位弁済の状況は。 

  （事務局） 制度全体の代位弁済は、平成 25 年度 87 件、約 2 億 4 千万円に対し、平成 30

年度は 34 件、約 7 千万円と減少している。平成 25 年度から平成 30 年度までの

新規開業資金の代位弁済の件数は 11 件である。創業ロケットには、コーディネ

ーター（相談員）が常駐しており、創業だけではなく、経営サポートなど伴走型

の支援を行っている。 

  （委員）  企業が増えていくためにも、事業者に寄り添ったコンサル的な役割を市に期待

する。 

 

 報告事項（２）緊急経営支援資金（令和元年消費税増税支援特別枠）について 

※配布資料に基づき、事務局から説明 

  （委員）  売上高等の減少が消費税増税に起因したことを、どのように判断するのか。 

  （事務局） 職員が申請に来られた事業者の事業内容、増税の事業への影響などヒアリング

を行い、判断している。 

  （委員）  売上高は、税抜きと税込み、どちらの金額で判断するのか。 

（事務局） 基本的に税抜きの金額で判断している。 

  （委員）  税抜きで管理している事業者が大半だと考えるが、税込みで管理している事業

者が単純に金額で比較すると、消費税の増額分不利になる。 

  （事務局） 詳細については、後日資料に整理したものをお示ししたい。 

 

７．その他 

  （事務局） 新型コロナウイルスの状況によっては、地域経済に及ぼす影響も懸念されるた

め、市制度融資による資金対応の検討も想定される。その際は、融資委員会でも

諮問などを皆さまにお願いすることになる。 

（委員）  会議はどういうタイミングで開かれるのか。 

（事務局） 制度融資の改正を予定する場合やその他経済状況等に応じて審議が必要な場合

に開催することにしている。 

（委員）  国のキャッシュレス消費者還元が 6 月末で終了するので、その後の対応は検討

してもらいたい。 

（事務局） 7 月以降に国は、マイナポイントなどの施策を検討しており、今後も関係機関

の情報を収集しつつ、必要に応じた市の支援策を検討していきたい。 

 

８．閉会 

（終了 １５時４５分） 


